
介護職員等によるたんの吸引等  

 

 

申 請 の 手 引（別冊）  
 

 

「申請様式及び記入例」 

（新規申請） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 1 月 

東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 

※ 「申請様式及び記入例」は、東京都福祉保健財団のホームページからダウンロードし

て、ご利用いただけます。 

https://www.fukushizaidan.jp/107tankyu/touroku/ 

  

なお、掲載資料のうち「登録適合書類」は、参考資料です。 

事業者登録の際に必要な「登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録適合書

類（第１号様式－３）」については、記載内容を証明する添付資料が必要になります。 

登録適合要件の内容を満たしていれば、参考資料によらず、各事業所の既存資料などに替

えていただいて結構です。 
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●事業所名及び連絡先

事業所名

住　　　所

担当者名 東京　太郎 指定なし

連絡先 03-○○○○-○○○○ いつでも可

●申請者名一覧

ＮＯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

飯田橋　二郎

申請者　とりまとめ票
   認定特定行為業務従事者認定証交付申請

特別養護老人ホームみやこ

〒○○○－○○○○　　　　　東京都○○区○○１－２－３

事務手続
担当

担当者に
連絡がつく

時間帯

時間指定あり

都使⽤欄

9：00　～　10：00
15：30　～　17：30

申請者（介護職員等）

介護　一郎

記入例
不特定・特定 共通 個人申請の場合は「個

人」と記入してください。

どちらかにご記入ください。
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●申請者氏名(介護職員等)及び所属事業所名

　※ 確認欄（提出者）に、○を付してください。　

提出者 都

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

5 ○

6 ○返信用レターパックライト

添
付
書
類

確認欄

提出書類一覧（本用紙）

認定特定行為業務従事者認定証 交付申請書（省令別表第一号、第二号研
修修了者対象）（様式第１号（不特定多数の者対象））

本人誓約書（様式第３号）

住民票の写し（原本）
（６か月以内に発行されたもの）（マイナンバーの記載がないもの）

研修修了証明書(写）

備考書類名

介護　一郎

特別養護老人ホームみやこ

提出書類一覧

認定特定行為業務従事者認定証交付申請
（不特定多数の者対象）

申請者氏名

事業所名

2



様式第１号（不特定多数の者対象）

年 月 日

- ）

（添付書類）

東 京 都 知 事 殿

住所

（郵便番号　

昭和○○ ○○

○○○ ○○○○

日
氏名

月 ○○ 日 ／

○○ 月

○○ 月 ○○ 日 ／

○○-○-A1234

修了年月日 ／ 修了証明書番号

○○-○-A1234

○○-○-A1234年

○○ 月 ○○ 日 ／

認定を受けようとする特定行為

令和○

令和○

　  ３　認定を受けようとする特定行為に「修了年月日」「修了証明書番号」を記載してください。

年

申
請
者

フリガナ

生年月日
（和暦）

年

年

電話番号

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
行
為

修了証明書発行
研修機関名

年

日年

○○ 月 ○○

年

○○

○○-○-A1234

　　※人工呼吸器装着者への喀痰吸引に関する演習、実習を修了した者については、その他の特定行為と同様に研修
　　修了年月日、修了証明書番号を記載してください。

    ４　下記に記載する添付資料を合わせて提出ください。

月 日 ／

備考１  社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三号研修（特定の者対象の研修）を受講した方は、様式第１－２号
　　　　　　（特定の者対象）により申請してください。

年

　  ２ 「修了証明書発行研修機関名」が複数ある場合は全て記載してください。

／

月 日 ／

日

／

月 日 ／

月

    １　住民票（写）※マイナンバーの記載がないもの。

    ２　様式第３号　申請者が法附則第４条の第３号各号に該当しないことを誓約する書面 

    ３　喀痰吸引等研修の研修修了証明書のコピー

認定特定行為業務従事者認定証 交付申請書（省令別表第一号、第二号研修修了者対象）

４．胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

５．経鼻経管栄養

カイゴ　イチロウ

介護　一郎

東京都○○区○○1-2-3

０３－　○○○○　－　○○○○

東京都
株式会社○○○○

１．口腔内の喀痰吸引

　※口腔内の喀痰吸引
　（人工呼吸器装着者）

２．鼻腔内の喀痰吸引

　※鼻腔内の喀痰吸引
　（人工呼吸器装着者）

３．気管カニューレ内部の喀痰吸引

　※気管カニューレ内部の喀痰吸引
　（人工呼吸器装着者）

　 社会福祉士及び介護福祉士法附則第４条に定める認定特定行為業務従事者の認定を受けたいので、
 下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

令和○

令和○

年

書類を作成した日付

を記入して下さい。

東京都に住民票がある方（道府県に住民票がある

方は、その道府県に申請して下さい）

東京都の研修（東京都福祉保健財団が実施した研修）を修了した

方は、研修機関名は「東京都」と記入して下さい。

研修を修了した行為の行に、修了証書

に記載してある「修了年月日」「修了

証明番号」を記入して下さい。
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様式第３号 

 

社会福祉士及び介護福祉士法附則第４条第３項の各号の規定に該当しない旨の誓約書 

 

                                 年  月  日 

 

東 京 都 知 事  殿 

申請者  住所 

                          東京都○○区○○1-2-3 

 

氏名 

                   介護 一郎                  

 

 

 

申請者が下記のいずれにも該当しない者であることを誓約します。 

 

記 

 

（社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第三項） 

 

 一 心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 

 

 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過し

ない者 

 

 三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 

 

 四 第四十二条第二項において準用する第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により介護福祉士の登録を取り消

され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 

 

 五 次項の規定により認定特定行為業務従業者認定証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者 

 

（関連規定） 

  法附則第四条第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当

たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 

 

法附則第四条第三項第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法、医師法、歯 

科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保 

護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当 

法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生 

活を総合的に支援するための法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成 

二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措 

置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び国家戦略特別区域法（第十二条の四第 

十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。）の規定とする。 

 

 

書類を作成した日付を

記入して下さい。 

下記をお読みいただき、項目に

該当しないことを確認した上

で記入して下さい。 
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●事業所名及び連絡先

事業所名

住　　　所

担当者名 東京　太郎 指定なし

連絡先 03-○○○○-○○○○ いつでも可

●申請者名一覧

ＮＯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

飯田橋　二郎

申請者　とりまとめ票
   認定特定行為業務従事者認定証交付申請

特別養護老人ホームみやこ

〒○○○－○○○○　　　　　東京都○○区○○１－２－３

事務手続
担当

担当者に
連絡がつく

時間帯

時間指定あり

都使⽤欄

9：00　～　10：00
15：30　～　17：30

申請者（介護職員等）

介護　一郎

記入例
不特定・特定 共通 個人申請の場合は「個

人」と記入してください。

どちらかにご記入ください。
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●申請者氏名(介護職員等)及び所属事業所名

●対象者名及び対象者に行う特定行為の種類 　※ 該当する行為に、○を付してください。　

口腔内 鼻腔内
気管

カニューレ
内部

胃ろう
又は腸ろう

経鼻
経管栄養

1 ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○ ○

4 ○

5

6

　※ 確認欄（提出者）に、○を付してください。　

提出者 都

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

5 ○

6 ○

提出書類一覧
認定特定行為業務従事者認定証交付申請

（特定の者対象）

申請者氏名

事業所名

新宿　太郎

訪問介護　みやこ

確認欄

○○　○○○

□□　□□

△△△　△△

認定特定行為業務従事者認定証 交付申請書（省令別表第三号研修
修了者対象）（様式第１-２号（特定の者対象））

本人誓約書（様式第３号）

添
付
書
類

住民票の写し（原本）
（６か月以内に発行されたもの）（マイナンバーの記載がないもの）

研修修了証明書(写）

返信用レターパックライト

喀痰吸引 経管栄養

ＮＯ 対象者氏名（サービス利用者）

☆☆☆　☆☆☆☆

備考書類名

提出書類一覧（本用紙）
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様式第１ー２号（特定の者対象）

年 月 日

- ）

（添付書類）

    ３　喀痰吸引等研修の修了証明書のコピー

備考１　社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第一号、第二号研修（不特定多数の者対象の研修）を受講した方は様
              式第１号（不特定多数の者対象）により申請してください。

　  ２ 「修了証明書発行研修機関名」が複数ある場合は全て記載してください。

　  ４ 「対象者氏名（特定の者）」には、修了証明書に記載されている「対象者氏名」を記載してください。

　  ５　認定を受けようとする特定行為に「修了年月日」「修了証明書番号」を記載してください。

    ６　下記に記載する添付資料を合わせて提出ください。

    １　住民票（写）※マイナンバーの記載がないもの。

    ２　様式第３号　申請者が法附則第４条の第３号各号に該当しないことを誓約する書面 

　　３ ７名以上の対象者に対して認定を受ける場合は、申請書を２枚作成してください。

電話番号 ０３－　○○○○　－　○○○○

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
行
為

修了証明書発行
研修機関名

東京都
株式会社○○○○

申
請
者 住所

（郵便番号　

対象者氏名
（特定の者） 口腔内 鼻腔内

気管カニュー
レ内部

胃ろう又は
腸ろう

経鼻経管栄養

喀痰吸引 経管栄養

○○○ ○○○○

東京都○○区○○1-2-3

東 京 都 知 事 殿

　 社会福祉士及び介護福祉士法附則第４条に定める認定特定行為業務従事者の認定を受けたいので、
 下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

認定特定行為業務従事者認定証　交付申請書（省令別表第三号研修修了者対象）

○○ 月 ○○ 日
氏名 介護　一郎

フリガナ カイゴ　イチロウ
生年月日
（和暦）

昭和○○ 年

修了証明書
の項目

修了証明書番号
埼玉　次郎

修了年月日

修了証明書番号

修了証明書番号

修了証明書番号

修了年月日

2022-325 2022-325

令和4年1月20日 令和4年1月25日

修了証明書番号 第0408-025号
東京　太郎

修了年月日 令和4年8月15日

第333-555-99999号 第333-555-99999号
神奈川　花子

修了年月日 令和4年8月15日 令和4年8月15日 令和4年6月1日 令和4年8月15日

令和4年7月5日

令和4年8月15日

第333-555-99999号 第333-555-99999号 AB-CD-1234号

22-452

トーキョー・サ
イタマ・カナガ

ワ・チバ

修了年月日 令和4年7月5日

22-452

修了証明書番号

修了年月日

書類を作成した日付

を記入して下さい。

東京都の研修（東京都福祉保健財団が実施した研修）を修了した

方は、研修機関名は「東京都」と記入して下さい。

東京都に住民票がある方（道府県に住民票がある

方は、その道府県に申請して下さい）

対象者の行為ごとに、修了証書に記載

してある「修了年月日」「修了証明番

号」を記入して下さい。
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様式第３号 

 

社会福祉士及び介護福祉士法附則第４条第３項の各号の規定に該当しない旨の誓約書 

 

                                 年  月  日 

 

東 京 都 知 事  殿 

申請者  住所 

                          東京都○○区○○1-2-3 

 

氏名 

                   介護 一郎                  

 

 

 

申請者が下記のいずれにも該当しない者であることを誓約します。 

 

記 

 

（社会福祉士及び介護福祉士法附則第四条第三項） 

 

 一 心身の故障により特定行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 

 

 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過し

ない者 

 

 三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 

 

 四 第四十二条第二項において準用する第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により介護福祉士の登録を取り消

され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 

 

 五 次項の規定により認定特定行為業務従業者認定証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者 

 

（関連規定） 

  法附則第四条第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当

たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 

 

法附則第四条第三項第三号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法、医師法、歯 

科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保 

護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当 

法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生 

活を総合的に支援するための法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成 

二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措 

置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び国家戦略特別区域法（第十二条の四第 

十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。）の規定とする。 

 

 

書類を作成した日付を

記入して下さい。 

下記をお読みいただき、項目に

該当しないことを確認した上

で記入して下さい。 
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●申請者

提出者 都

1 ○

2 ○

3 ○

4 ○

5 ○

6 ○

7 ○

8 ○

9 ○

提 出 書 類 一 覧

東京都登録特定行為事業者登録申請

確認欄
備 考

事業所住所

都介護サービス　通所介護事業所

返信用レターパックライト

書　　類　　名

設置者に関する書類②
　・（法人の場合）　登記事項証明書（原本）
　・（個人の場合）　住民票の写し（原本）　（６か月以内に発行されたマイナンバー無のもの）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録申請書（第１号様式）

介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿（第１号様式－１）

社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の４各号に該当しない旨の誓約書（第１号様式－２）

提出書類一覧（本用紙）

設置者に関する書類①
　・（法人の場合）　定款又は寄付行為（登記事項証明書と同内容のもの）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録適合書類（第１号様式－３）
※作成する添付書類が複数あります。

登録証等
・認定特定行為業務従事者については認定特定行為業務従事者認定証 （コピー）
・看護師等の資格をもって喀痰吸引等業務を行う者については免許証 （コピー）

財団　花子

事業所電話

事 業 所 名

事務担当者名

〒○○○－○○○○　　　　　　○○区○○１－２－３

０３-○○○○-○○○○

記入例・登録申請
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第１号様式 

 

  年  月  日 

 東 京 都 知 事 殿 

所  在  地  東京都新宿区西新宿２－８－１ 

申請者（法人名） 都介護サービス株式会社 

代 表 者 名  代表取締役 東京 太郎          
 

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録申請書 
 

社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の３第１項及び第２項に定める喀痰吸引等業務（登録特定行為事

業者においては社会福祉士及び介護福祉士法附則第２０条に定める特定行為業務）について事業者の登録を

受けたいので、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。 

 

喀
痰
吸
引
事
業
者 

フリガナ ﾐﾔｺｶｲｺﾞｻｰﾋﾞｽ ﾂｳｼｮｶｲｺﾞｼﾞｷﾞｮｳｼｮ 

事業所名称 都介護サービス 通所介護事業所 

事 業  

種 別 

(介護保険法)  通所介護 
事 業 所 番 号 

(介護保険法) 1300000000 

(総合支援法) (総合支援法) 

事業所 

所在地 

（郵便番号 ○○○－ ○○○○  ） 

 

 東京都○○区○○7-8-9 

（ビルの名称等） 

電 話 番 号 
 ０３－○○○○－○○○○ 個人・法人の種

別 

  株式会社 

代表者の氏名・ 

職名・生年月日 

フリガナ ﾄｳｷｮｳ ﾀﾛｳ 生 年 月 日 昭和４０年１０月１日 

氏 名 東京 太郎 職 名   代表取締役 

○印を 

記入↓ 

実施する喀痰吸引等（特定行為） 

の行為 
事 業 開 始 予 定 年 月 日 

○ １．口腔内の喀痰吸引 年   月   日 

○ ２．鼻腔内の喀痰吸引 年   月   日 

 ３．気管カニューレ内部の喀痰吸引 年   月   日 

○ ４．胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 年   月   日 

 ５．経鼻経管栄養 年   月   日 

介 護 福 祉 士 ・ 認 定 特 定 行 為 業 務 従 事 者 氏 名 （ 第 １ 号 様 式 － １ ） 

備考１ 「個人・法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」「財団法人」「株式会社」「有

限会社」等の別を、個人である場合は「個人」と記載してください。 

  ２ 「実施する喀痰吸引等（特定行為）の行為」欄は該当する行為毎に「○」を記載してください。 

  ３ 「事業開始予定年月日」欄は、該当する行為毎に事業の開始予定年月日を記載してください。 

  ４  以下の添付資料を合わせて提出してください。 

（添付書類） 

１ 設置者に関する書類 

（１）設置者が法人である場合 

法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書（省令第２６条の２第１項関係） 

（２）申請者が個人である場合 

住民票の写し ※マイナンバーの記載がないもの。（省令第２６条の２第２項関係） 

２ 第１号様式－２ 社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の４各号に該当しないことを誓約する書面（省令第２６条の２第３項関

係） 

３ 第１号様式－３ 法第４８条の５第１号各号に掲げる要件の全てに適合することを証する書類（省令第２６条の２第４項関係） 

４ 喀痰吸引等の業務に従事する介護福祉士においては介護福祉士登録証、認定特定行為業務従事者については認定特定行為業務従

事者認定証の写し、また看護師等の資格をもって喀痰吸引等業務を行う者については免許証の写し 

書類を作成した日付を

記入して下さい。 

東京都福祉保健財団に申請を行うのは、介護

保険法の指定を受けている事業所です。障害

者総合支援法の指定を受けている場合は、東

京都福祉保健局障害者施策推進部への申請に

なります。 

正式名称を記載してください。 

（登録通知書に記載されます） 

実際に当該事業所で実施する行

為※にのみ、○を付けて下さい。 

※従事者認定を受けている行為

である必要があります。 

記入しないでください。 

事業開始が可能である年月日を、

後日、財団より連絡いたします。 
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（
第

１
号

様
式

－
１

）

介
護

福
祉

士
・
認

定
特

定
行

為
業

務
従

事
者

 名
簿

番
号

氏
名

介
護

福
祉

士
登

録
証

登
録

番
号

/
登

録
年

月
日

認
定

特
定

行
為

業
務

従
事

者
認

定
証

登
録

番
号

/
登

録
年

月
日

生
年

月
日

修
了

研
修

課
程

対
象

者
氏

名
（
特

定
の

者
）

修
了

し
た

実
地

研
修

の
種

別
実

地
研

修
実

施
機

関
名

称
修

了
年

月
日

１
３

－
２

－
０

０
０

０
０

１

平
成

2
4
年

4
月

1
日

東
京

都
に

申
請

中

（
第

１
号

様
式

－
１

）

介
護

福
祉

士
・
認

定
特

定
行

為
業

務
従

事
者

 名
簿

番
号

氏
名

介
護

福
祉

士
登

録
証

登
録

番
号

/
登

録
年

月
日

認
定

特
定

行
為

業
務

従
事

者
認

定
証

登
録

番
号

/
登

録
年

月
日

生
年

月
日

修
了

研
修

課
程

対
象

者
氏

名
（
特

定
の

者
）

修
了

し
た

実
地

研
修

の
種

別
実

地
研

修
実

施
機

関
名

称
修

了
年

月
日

１
３

－
２

－
０

０
０

０
０

１

平
成

2
4
年

4
月

1
日

１
３

１
５

○
○

○
○

○

東
京

都
に

申
請

中

備
考

１
　

「
番

号
」
の

欄
は

各
事

業
者

に
お

け
る

任
意

の
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
２

　
看

護
師

等
の

免
許

を
も

っ
て

介
護

職
員

と
し

て
喀

痰
吸

引
等

業
務

を
行

う
者

に
つ

い
て

は
、

保
有

資
格

名
及

び
登

録
番

号
等

を
介

護
福

祉
士

登
録

証
番

号
記

載
欄

に
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
３

　
「
修

了
研

修
課

程
」
に

は
、

当
該

者
が

修
了

し
た

研
修

課
程

等
の

番
号

（
１

～
５

）
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
１

）
喀

痰
吸

引
及

び
経

管
栄

養
の

全
て

：
省

令
別

表
第

一
号

研
修

（
不

特
定

多
数

の
者

対
象

）
　

　
２

）
喀

痰
吸

引
等

の
う

ち
口

腔
又

は
鼻

腔
に

お
い

て
行

わ
れ

る
喀

痰
吸

引
及

び
胃

ろ
う

又
は

腸
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

：
省

令
別

表
第

二
号

研
修

（
不

特
定

多
数

の
者

対
象

）
　

　
３

）
各

喀
痰

吸
引

等
行

為
の

個
別

研
修

：
省

令
別

表
第

三
号

研
修

（
特

定
の

者
対

象
）

　
　

４
）
経

過
措

置
対

象
者

　
　

５
）
介

護
福

祉
士

の
養

成
課

程
等

に
お

い
て

医
療

的
ケ

ア
に

関
す

る
科

目
を

修
了

し
た

者
４

　
「
既

修
了

課
程

」
に

お
い

て
「
３

」
を

選
択

し
た

場
合

は
、

「
対

象
者

氏
名

（
特

定
の

者
）
」
に

対
象

者
の

氏
名

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
（
「
４

」
を

選
択

し
た

者
で

、
対

象
者

が
限

定
さ

れ
る

場
合

も
　

　
同

様
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

）
５

　
「
修

了
し

た
実

地
研

修
の

種
別

」
に

は
実

地
研

修
の

種
類

を
以

下
か

ら
選

択
し

、
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
①

口
腔

内
の

喀
痰

吸
引

　
②

鼻
腔

内
の

喀
痰

吸
引

　
③

気
管

カ
ニ

ュ
ー

レ
内

部
の

喀
痰

吸
引

　
　

④
胃

ろ
う

又
は

腸
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

　
⑤

経
鼻

経
管

栄
養

　
　

※
１

．
人

工
呼

吸
器

装
着

者
へ

の
喀

痰
吸

引
に

関
す

る
演

習
、

実
習

を
修

了
し

た
者

に
つ

い
て

は
、

そ
の

旨
を

合
わ

せ
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
　

　
※

２
．

経
過

措
置

の
適

用
に

よ
り

「
胃

ろ
う

ま
た

は
腸

ろ
う

に
よ

る
経

管
栄

養
」
の

特
定

行
為

に
つ

い
て

従
事

者
の

認
定

を
受

け
た

者
で

あ
っ

て
、

「
胃

ろ
う

」
の

み
の

認
定

を
受

け
て

い
る

も
の

　
　

　
　

　
 は

そ
の

旨
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
６

　
「
修

了
年

月
日

」
に

は
実

地
研

修
を

修
了

し
た

年
月

日
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

①

①
②

④

昭
和

5
0
年

5
月

1
日

2
介

護
　

花
子

平
成

4
年

2
月

3
日

①
④

昭
和

5
3
年

5
月

5
日

3
介

護
　

幹
男

1
介

護
　

二
郎

2
介

護
　

枝
子

4 3 4 2

1
昭

和
4
5
年

4
月

1
日

昭
和

4
8
年

4
月

8
日

介
護

　
一

郎

東
京

都

1

東
京

都

東
京

都

高
齢

　
一

夫

高
齢

　
一

子

①
②

③
④

⑤

①
④

訪
問

介
護
事

業
所
等

訪
問

介
護

事
業

所
な

ど
の

場
合

は
、

（
特

定
の

者
）
を

対
象

と
す

る
た

め
、

対
象

者
氏

名
を

記
入

す
る

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
の

場
合

は
、

（
不

特
定

多
数

の
者

）
を

対
象

と
す

る
た

め
、

記
入

不
要

特
別

養
護
老

人
ホ
ー

ム
等

事
業

者
の

登
録

に
つ

い
て

は
、

認
定

特
定

行
為

業
務

従
事

者
の

認
定

が
行

わ
れ

た
後

に
従

事
者

名
簿

が
整

っ
て

初
め

て
申

請
が

可
能

と
な

る
も

の
で

す
が

、
東

京
都

に
住

民
票

が
あ

る
従

事
者

の
場

合
は

、
従

事
者

認
定

を
申

請
中

の
場

合
で

も
、

名
簿

に
登

載
し

て
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

下
記

「
備

考
３

」
を

参
照

下
記

「
備

考
３

」
を

参
照

下
記

「
備

考
５

」
を

参
照

下
記

「
備

考
５

」
を

参
照
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（第１号様式－２） 

社会福祉士及び介護福祉士法第 48 条の 4 各号の規定に該当しない旨の誓約書 

 

                                 年  月  日 

 

東 京 都 知 事 殿 

申請者（法人） 

住所 

                            東京都〇〇区〇〇２－８－１ 

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者名） 

    都介護サービス株式会社  

                     代表取締役 東京 太郎           

 

申請者が下記のいずれにも該当しない者であることを誓約します。（但し、申請者が法人である場合は、

その役員等が該当しないことを誓約します。） 

                      記 

 

（社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の四） 

 

 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算し

て二年を経過しない者。 

 

 二 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものに

より、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算し

て二年を経過しない者。 

 

 三 第四十八条の七の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない

者。 

 

 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの。 

 

（関連規定） 

法第四十八条の四第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉

法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する

法律、児童手当法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成二十二年度等における

子ども手当の支給に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、

子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び国家戦略特別区域法（第十二

条の四第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。）の規定とする。 

 

 

書類を作成した日付を

記入して下さい。 

下記をお読みいただき、項目に

該当しないことを確認した上

で記入して下さい。 
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（第１号様式－３） 
 

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録適合書類 
 

喀

痰

吸

引

事

業

者 

フ リ ガ ナ  ミヤコカイゴサービス ツウショカイゴジギョウショ 

事 業 所 名 称  都介護サービス 通所介護事業所 

要

件 

適合要件 該当書類名 

１．法第四十八条の五第一項第一号で定める要件（医師、看護師等との連携確保） 

①喀痰吸引等の実施に際し、医師から文書による指示を受けること ○指示書 ○業務方法書（ P○） 

②利用者の状態について医師、看護職員が定期的に確認すること 
○連絡体制・連携体制表 

○業務方法書（ P○） 

③医療従事者と介護職員とで適切な役割分担、情報連携が図られてい

ること 

○連絡体制・連携体制表 

○業務方法書（ P○） 

④医療従事者と連携のもと、利用者ごとの喀痰吸引等実施計画書を作

成すること 

○実施計画書 

○業務方法書（ P○） 

⑤喀痰吸引等実施報告書を作成し、担当医師に提出すること 
○実施報告書 

○業務方法書（ P○） 

⑥緊急時における医療従事者との連絡方法が定められていること 
○業務方法書（ P○） 

○緊急時連絡網 

２．法第四十八条の五第一項第二号で定める要件（喀痰吸引等の実施内容及び実施記録） 

①喀痰吸引等の実地研修まで修了した介護職員等が業務を行うこと ○認定証の写し 

②介護福祉士への実地研修実施方法が規定されていること 
○喀痰吸引等実施研修規程 

（平成28年度までは提出不要） 

③安全委員会の設置が規定されていること 
○業務方法書（ P○） 

（または安全委員会設置規程など） 

④安全性確保のための研修体制が確保されていること 
○業務方法書（ P○） 

（または研修規程など） 

⑤喀痰吸引等実施のために必要な備品が備わっていること ○備品一覧表 

⑥衛生面を考慮した備品の管理方法が規定されていること ○備品の衛生管理に関する規程 

⑦感染症の予防、発生時の対応方法が規定されていること 
○感染予防及び発生時の対応マニュ

アル 

⑧喀痰吸引等実施に対する利用者、家族への説明、同意手順が規定さ

れていること 

○説明書兼同意書 

○業務方法書（ P○） 

⑨業務を通じて知り得た情報の秘密保持措置が規定されていること ○業務方法書（ P○） 

 

備考１ 「要件」欄はそれぞれの適合要件について、以下の要領をふまえた資料を作成し、その書類名を「該当書類名」に記載して

ください。以下に記載する項目も含めて、「業務方法書」として一括した書類作成を行う場合には、「業務方法書」の名称及び

該当ページ数を記載してください。 

適合要件１－② 連携する予定の医療機関等について記載した資料を作成してください 

適合要件２－② 「登録特定行為事業者」においては２－②の資料提出は不要のため「該当書類名」欄には「－（ハイフン）」

を記載してください 

適合要件２－③ 安全委員会の構成員及び、協議する内容と実施頻度等について記載した資料を作成してください 

適合要件２－⑤ 備品の一覧表を作成してください 

２ 「該当書類名」に記載した書類及び、その他関連する資料がある場合は合わせて提出してください。 

・下記は【例示】です 

・「業務方法書」として一括して

書類を作成する場合は 

→「業務方法書の名称」及

び「該当ページ数」を記載 
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※ 下記の該当書類名はあくまで参考です。適合要件を満たす内容が確認できれば、書類名や様式は問いません。 

適合要件１ 記載すべき内容 該当書類名 

①喀痰吸引等の実施

に際し、医師から文

書による指示を受け

ること 

『指示書』（参考様式１） 

・指示の対象、内容、期間を明確にする。 

・介護職員等による喀痰吸引等の実施の可否を明確にする。 

 

『業務方法書』（参考様式３－１、３－２） 

・医師からの指示の方法が文書であることを明記する。 

・看護職員、介護職員等の確認の方法を明記する。 

・指示書の管理方法を明記する。 

・指示書 

・業務方法書 

②利用者の状態につ

いて医師、看護職員

が定期的に確認する

こと 

 

③医療従事者と介護

職員とで適切な役割

分担、情報連携が図

られていること 

『連絡体制・連携体制表』(参考様式２－１、２－２) 

・本事業に係る組織的な役割、指示、チェック、管理、連携・連絡体

制等を明確にする。 

・関係機関の名称、関係者の氏名及び役職等を明記する。 

・医療従事者及び介護職員それぞれの情報共有方法等を明確にする。 

 

『業務方法書』（参考様式３－１、３－２） 

・医師、看護職員が利用者の状況を定期的に確認することを明文化す

る。 

・医師、看護職員が確認した結果、対応方法等について介護職員等が

指導を受けることを明記する。 

 

【施設】 

・施設内における配置医や配置看護職員と介護職員と施設長等の管理

者の関与について定める。 

【在宅】 

・介護職員と事業所の管理責任者、訪問看護事業所等の看護職員・管

理者、主治医等の間における、介護職員から看護職員への日常的な

連絡・相談・報告体制、看護職員と医師、介護職員と医師との連絡

体制等について定める。 

・連絡体制・

連携体制表 

・業務方法書 

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類について 
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④医療従事者と連携

のもと、利用者ごと

の喀痰吸引等実施計

画書を作成すること 

『喀痰吸引等業務計画書』(参考様式４) 

・実施手順、留意点等を記載する。 

 

『業務方法書』（参考様式３－１、３－２） 

・実施計画書の作成方法について、医師又は看護職員との連携方法に

ついて明記する。 

・実施計画書について、施設内の承認過程及び、関係職種や利用者及

びその家族等との共有方法を明記する。 

・実施計画書の管理方法を明記する。 

・計画に変更が発生した際の計画書変更方法について明記する。 

・業務計画書 

・業務方法書 

⑤喀痰吸引等実施報

告書を作成し、担当

医師に提出すること 

『実施報告書』(参考様式５) 

・喀痰吸引等を実施した日、実施内容、実施結果を記載すること。 

 

『業務方法書』（参考様式３－１、３－２） 

・実施報告書について、作成方法、医師への報告、看護職種への情報

提供、及びその他関係職種への情報共有方法を明確にすること 

・施設 介護職員から配置看護職員、管理責任者、医師間の報告 

・在宅 介護職員から管理責任者、連携先の訪問看護事業所の看

護職員、医師間の報告 

・実施報告書の管理方法について明文化すること 

・報告手順を明記すること。 

 

・実施報告書 

・業務方法書 

⑥緊急時における医

療従事者との連絡方

法が定められていと 

『業務方法書』（参考様式３－１、３－２） 

・緊急時の対応方法として状況確認方法、措置方法、上位者への連絡

手順を明確にすること 

・医療従事者に連絡するまでの連絡ルート（連絡先を含む）を明文化

すること 

 

・業務方法書 

15



 

※ 上記の該当書類名はあくまで参考です。適合要件を満たす内容が確認できれば、書類名や様式は問いません。 

適合要件２ 記載すべき内容 該当書類名 

①喀痰吸引等の実地研

修まで修了した介護職

員等が業務を行うこと 

※ 第１号様式－２で確認する。 ・認定証の写し 

②介護福祉士への実地

研修実施方法が規定さ

れていること 

・事業所において必要な行為に係る研修について、実施方法と、業

務遂行に係る安全性の確保について明文化する。 

・喀痰吸引等実施

研修規程 

③安全委員会の設置が

規定されていること 

・安全委員会の構成員及び、その役割分担、管理すべき項目を明文

化する。 

・安全委員会で管理すべき項目に、「喀痰吸引等業務の実施計画や

実施状況」の他、「OJT研修」「ヒヤリ・ハット等の事例蓄積、分

析」「備品及び衛生管理」を含む。 

・業務方法書 

・安全委員会設置

規程 

④安全性確保のための

研修体制が確保されて

いること 

・喀痰吸引等特定行為に関するOJT研修の内容や研修対象者を明文

化する。 

・業務方法書 

・研修規程 

⑤喀痰吸引等実施のた

めに必要な備品が備わ

っていること 

・備品一覧(吸引装置一式、経管栄養用具一式、処置台又はワゴン、

心肺蘇生訓練用器材)及びその使用目的を明文化する。 

・備品一覧表 

⑥衛生面を考慮した備

品の管理方法が規定さ

れていること 

・備品一覧に記載した備品のうち、衛生面について考慮が必要なも

のについて、その管理方法を明文化する。 

・備品の衛生管理

に関する規程 

⑦感染症の予防、発生

時の対応方法が規定さ

れていること 

・感染症を予防するための衛生管理方法を明確にする。 

・感染症の発生が疑わしい場合の確認方法を明文化する。 

・感染症発生時の対応方法及び関係機関への連絡方法等を明文化す

る。 

・感染予防及び発

生時の対応マニ

ュアル 

⑧喀痰吸引等実施に対

する利用者、家族への

説明、同意手順が規定

されていること 

・利用者もしくはその家族に対して文書及び口頭で説明を行い、説

明内容については以下の事項を含むことを明文化する。(参考様

式６) 

a）提供を受ける特定行為種別 

b）提供を受ける期間・頻度 

c）介護職員が特定行為を行うこと 

d）提供体制 

・同意を受けた内容に変更が発生した場合に再度説明し、同意を得

ることを明文化する。 

・同意書の管理方法を明文化する。 

・同意書 

・業務方法書 

⑨業務を通じて知り得

た情報の秘密保持措置

が規定されていること 

業務を通じて知り得た情報の秘密保持措置を明文化する。 ・業務方法書 
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施設系サービス事業所の喀痰吸引等業務方法書（参考例） 

特別養護老人ホーム（介護老人保健施設）○○苑 喀痰吸引等業務方法書 

 

※これは、あくまで例示であり、既に運営規程や業務マニュアル等を活用して作成されて

いる事業所については、それを修正していただくことで結構です。 

※参考にしていただく際も、事業所が実施できる方法や様式に適宜変更してください。 

※書類審査に際しては、受入体制の整備状況を確認するため、入所者全員の具体的な指示

書や同意書原本等ではなく、事業所で定めた様式を添付していただくだけで結構です。 

 
１ 連携体制 
  喀痰吸引等を安全に実施するために、医師・看護師・介護職員の連携はも

とより、生活相談員・介護支援専門員・管理栄養士などが連携・協働するも

のとする。（連絡体制・連携体制表を作成） 

 
２ 役割分担 
 ①施設長の役割 
  ・各職員が情報交換・情報共有できる連携体制を構築する。特に、利用者

の健康状態等に関する情報共有の体制や、各職員の責任分担を明確化、

夜間や緊急時の職種間連携体制の構築を行う。 
  ・介護職員が喀痰吸引等を行うことについての、利用者・家族への説明を

行うとともに、同意を取得する。 
  ・非医療従事者である介護職員が喀痰吸引等を行うことについて、施設長

は介護職員の希望等を確認し、実施する介護職員からの十分な理解を得

たうえで実施する。 
  ・その他、全面的な体制整備に関する事項を統括する。 
 ②配置医 
  ・看護職員に対して、介護職員による喀痰吸引等の実施に関する指示を書

面で発行する。 
  ・看護師が実施する介護職員への研修に対して指導、助言を行う。 
  ・介護職員が実施するための、喀痰吸引のための具体的な計画について、

看護職員、介護職員と共有する。 
  ・利用者の健康状態について、看護職員等と情報交換を行い、情報を共有

する。 
  ・夜間や緊急時の連携について施設側と相談し、連絡体制を構築する。 
 ③看護職員 
  ・介護職員に対する施設内での研修、技術指導などを行う。 
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  ・喀痰吸引等に関する必要な書類・記録を作成し、適切に管理・保管して

おく。手順書等は必要に応じて内容を適宜更新する。 
・喀痰吸引等の実施状況について、定期的に利用者の状況や実施記録など

の確認を行い、施設長及び医師に報告を行う。 
  ・利用者の健康状態について、施設長、配置医、主治医、介護職員と情報

交換を行い、情報を共有する。 
 ④介護職員 

・利用者の状況について事前に家族・医師・看護師から説明を受けておく。 
・喀痰吸引等は、看護職員の指導を受け実施する。 
・喀痰吸引等の実施後は、実施記録を作成し、看護師に報告を行う。 

⑤その他の職員の役割 
・介護支援専門員は、利用者の状況、ケアの内容を把握し、喀痰吸引等の

実施を含めた計画の作成を行う。 
また、喀痰吸引等の手順や安全性の確保について知識を取得しておく。 

・生活相談員は、利用者等への説明や同意の取得において施設長を補佐し

て手続きを行うとともに、家族や外部機関との連携体制も構築する。 
・管理栄養士は、利用者の状態に合わせた栄養ケア計画の作成や、食事相

談、栄養の管理を行う。 

 
３ 安全体制 
 ①介護職員が喀痰吸引等を安全に行うために、施設長、配置医、看護師、介

護職員、生活相談員、管理栄養士等をメンバーとする「安全委員会」を設

置し、施設内の喀痰吸引等の実施体制の整備に努めるものとする。 
   安全委員会は、以下の業務を担当する。 
   ・喀痰吸引等業務の実施計画や実施状況の管理 
   ・OJT 研修の企画、実施 
   ・個別のケースを基にした、ヒヤリ・ハット等の事例の蓄積、分析 
   ・備品及び衛生管理に関すること 
 ②喀痰吸引等の実施に際し、備えおく備品及び使用目的は備品一覧表のとお

りとする。 
 ③衛生管理については別途定める。 
 ④感染予防及び感染症発生時の対応マニュアルについては別途定める。 
 ⑤介護職員等に対する技術の確認・向上のための OJT 研修を実施する。 

(対象者) 認定特定行為業務従事者 

（研修内容）・医療的ケアの技術の維持・向上のための研修 

・事例検討   

・心肺蘇生訓練   
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４ 秘密保持 
 施設長は職員に対して、雇用締約締結時の取り決めを行うなど、業務を通じ

て知りえた情報の秘密保持について必要な措置を講じる。 

 
５ 具体的な手順 
①利用者等への説明及び同意 
 施設長は、介護職員が喀痰吸引等を実施するときは、あらかじめ利用者もし

くは家族に文書及び口頭で説明を行い、説明書兼同意書により、同意を得るも

のとする。なお、利用者の状況等の変化に応じ、喀痰吸引等の手法などに変更

が必要な場合は、再度の説明、同意を得ること。 
②医師への指示書発行依頼 
 施設長は、医師に対して、看護師の指示の下、介護職員が喀痰吸引等を行う

ことを許可するための指示書の発行を依頼するものとする。 
③医師の文書による指示 
 医師は、介護職員による喀痰吸引等の実施に際し、施設長からの依頼により、

利用者の希望、心身の状況を踏まえ、指示書を作成するものとする。 
④実施計画書作成 
 看護師は、医師の指示の下、個別具体的な実施計画書を作成し、介護職員へ

の指示を行うものとする。 
 実施計画書については、施設長承認のうえ、栄養士、介護支援専門員、介護

職員等が確認するとともに、利用者及び家族に対しても説明を行う。 
 利用者の状況の変化等により実施計画書の変更の必要が生じた場合は、医師

の指示の下、変更を行うものとする。 
⑤喀痰吸引等の実施 
 介護職員は、医師の指示書、実施計画書を事前に確認のうえ、看護師の指示

の下、手順書に従い、喀痰吸引等を実施するものとする。 
⑥医師・看護師による利用者の状態の確認 
 医師・看護師は定期的に利用者の状態を確認する。 
 利用者の状態に応じ、医師又は看護師は介護職員の指導を行う。 
⑦報告 
 介護職員は、喀痰吸引等の実施後は、実施報告書に記載し、看護師に報告す

るものとする。 
 看護師は、実施報告書を確認のうえ、定期的に施設長及び医師に報告を行う

ものとする。 

 
６ 急変時の連絡手順  
 利用者の状態の急変等に際しては、施設長、医師及び看護師に至急連絡をと
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り、指示の下、対応を図るものとする。（緊急連絡先の一覧を添付） 

 
７ 文書の管理 
登録特定行為事業者の登録、更新、変更にかかる申請書及び添付書類は、長

期保存とする。 
指示書、実施計画書、実施報告書、説明書兼同意書等の書類については、施

設長（管理者）の責任の下、ロッカー等施錠できる書庫で管理するなど確実で

かつ秘密が漏れることのない方法により行い、一定期間保存するものとし、廃

棄する場合は、焼却その他の復元することができない方法により行うこととす

る。 
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在宅系サービス事業所の喀痰吸引等業務方法書（参考例） 

○○訪問介護事業所 喀痰吸引等業務方法書

※これは、あくまで例示であり、既に運営規程や業務マニュアル等を活用して作成されて

いる事業所については、それを修正していただくことで結構です。

※参考にしていただく際も、事業所が実施できる方法や様式に適宜変更してください。

※書類審査に際しては、受入体制の整備状況を確認するため、入所者全員の具体的な指示

書や同意書原本等ではなく、事業所で定めた様式を添付していただくだけで結構です。

１ 連携体制

 喀痰吸引等を安全に実施するために、利用者の主治医等・提携する訪問看

護ステーションの看護師、介護支援専門員等との連携・協働を十分に図るも

のとする。（連絡体制・連携体制表を作成）

２ 役割分担

① 管理者の役割

・各職員が情報交換・情報共有できる連携体制を構築する。特に、利用者

の健康状態等に関する情報共有の体制や、各職員の責任分担を明確化、

夜間や緊急時の連携体制の構築を行う。

・介護職員が喀痰吸引等を行うことについての、利用者・家族への説明を

行うとともに、同意を取得する。

・利用者の主治医等、提携する訪問看護ステーションの看護師等と協力の

うえ、喀痰吸引等に関する必要な書類・記録を作成し、適切に管理・保

管しておく。手順書等は必要に応じて内容を適宜更新する。

・定期的に喀痰吸引等の実施報告書を利用者の主治医等に報告する。

・非医療従事者である介護職員が喀痰吸引等を行うことについて、管理者

は介護職員の希望等を確認し、実施する介護職員からの十分な理解を得

たうえで実施する。

・その他、全面的な体制整備に関する事項を統括する。

② 利用者の主治医等

・介護職員による喀痰吸引等の実施に関する指示を書面で発行する。

・提携する訪問看護ステーションの看護師が実施する介護職員への技術指

導に対して指導、助言を行う。

・介護職員が実施するための、喀痰吸引のための具体的な計画について、

管理者、提携する訪問看護ステーションの看護師、介護職員と共有する。

・利用者の健康状態について、管理者、提携する訪問看護ステーションの
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看護師等と情報交換を行い、情報を共有する。

・夜間や緊急時の連携について事業所と相談し、連絡体制を構築する。

③ 提携する訪問看護ステーションの看護師

・介護職員に対する技術指導などを行う。

・喀痰吸引等の実施状況について、定期的に利用者の状況や実施記録など

の確認を行い、必要に応じて管理者や利用者の主治医等に報告を行う。

・利用者の健康状態について、管理者、利用者の主治医等、介護職員と情

報交換を行い、情報を共有する。

・夜間や緊急時の連携について事業所と相談し、連絡体制を構築する

④ 介護職員

・利用者の状況について事前に家族・管理者・利用者の主治医等・提携す

る訪問看護ステーションの看護師から説明を受けておく。

・喀痰吸引等は、提携する訪問看護ステーションの看護師等の指導を受け

実施する。

・喀痰吸引等の実施後は、実施記録を作成し、管理者に報告を行う。

３ 安全体制

① 介護職員が喀痰吸引等を安全に行うために、管理者、利用者の主治医等、

提携する訪問看護ステーションの看護師、介護職員、介護支援専門員等を

メンバーとする「安全委員会」を設置し、施設内の喀痰吸引等の実施体制

の整備に努めるものとする。

安全委員会は、以下の業務を担当する。

・喀痰吸引等業務の実施計画や実施状況の管理

・OJT 研修の企画、実施

・個別のケースを基にした、ヒヤリ・ハット等の事例の蓄積、分析

・備品及び衛生管理に関すること

②喀痰吸引等の実施に際し、備えおく備品及び使用目的は備品一覧表のとお

りとする。

③衛生管理については別途定める。

④感染予防及び感染症発生時の対応マニュアルについては別途定める。

⑤介護職員等に対する技術の確認・向上のための OJT 研修を実施する。

(対象者) 認定特定行為業務従事者

（研修内容）・医療的ケアの技術の維持・向上のための研修

・事例検討

・心肺蘇生訓練
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４ 秘密保持

 管理者は職員に対して、雇用締約締結時の取り決めを行うなど、業務を通じ

て知りえた情報の秘密保持について必要な措置を講じる。

５ 具体的な手順

① 利用者等への説明及び同意

管理者は、介護職員が喀痰吸引等を実施するときは、あらかじめ利用者もし

くは家族に文書及び口頭で説明を行い、説明書兼同意書により、同意を得るも

のとする。なお、利用者の状況等の変化に応じ、喀痰吸引等の手法などに変更

が必要な場合は、再度の説明、同意を得ること。

② 利用者の主治医等への指示書発行依頼

管理者は、利用者の主治医等に対して、提携する訪問看護ステーションの看

護師等の指導の下、介護職員が喀痰吸引等を行うことを許可するための指示書

の発行を依頼するものとする。

③ 利用者の主治医等の文書による指示

利用者の主治医等は、介護職員による喀痰吸引等の実施に際し、管理者から

の依頼により、利用者の希望、心身の状況を踏まえ、指示書を作成するものと

する。

④ 実施計画書作成

管理者は、利用者の主治医等、提携する訪問看護ステーションの看護師等の

協力のうえ、個別具体的な実施計画書を作成し、介護職員への指示を行うもの

とする。

実施計画書については、利用者及び家族に対しても説明を行う。

 利用者の状況の変化等により実施計画書の変更の必要が生じた場合は、利用

者の主治医等の指示の下、変更を行うものとする。

⑤ 喀痰吸引等の実施

介護職員は、利用者の主治医等の指示書、実施計画書を事前に確認のうえ、

提携する訪問看護ステーションの看護師等の指導の下、手順書に従い、喀痰吸

引等を実施するものとする。

⑥ 利用者の主治医、提携する訪問看護ステーションの看護師等による利用者の

状態の確認

 利用者の主治医、提携する訪問看護ステーションの看護師等は定期的に利用

者の状態を確認する。

 利用者の状態に応じ、利用者の主治医、提携する訪問看護ステーションの看

護師等は介護職員の指導を行う。

⑦ 報告

介護職員は、喀痰吸引等の実施後は、実施報告書に記載し、管理者に報告す

るものとする。
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 管理者は、実施報告書を確認のうえ、定期的に利用者の主治医等に報告を行

うものとする。

６ 急変時の連絡手順 

 利用者の状態の急変等に際しては、管理者、利用者の主治医及び提携する訪

問看護ステーションの看護師等に至急連絡をとり、指示の下、対応を図るもの

とする。（緊急連絡先の一覧を添付）

７ 文書の管理

登録特定行為事業者の登録、更新、変更にかかる申請書及び添付書類は、長

期保存とする。

指示書、実施計画書、実施報告書、説明書兼同意書等の書類については、施

設長（管理者）の責任の下、ロッカー等施錠できる書庫で管理するなど確実で

かつ秘密が漏れることのない方法により行い、一定期間保存するものとし、廃

棄する場合は、焼却その他の復元することができない方法により行うこととす

る。
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介護職員等喀痰吸引等指示書 

 

標記の件について、下記の通り指示いたします。 

指示期間（    年  月  日～    年  月  日） 

事業者 
事業者種別  

事業者名称  

対

象

者 

氏名  
生年月日 明・大・昭・平・令  年  月  日 

（   歳） 

住所 
 

電話（    ）  －     

要介護認定区分 要支援（ １ ２ ） 要介護（ １ ２ ３ ４ ５ ） 

障害程度区分 区分１  区分２  区分３  区分４  区分５  区分６ 

主たる疾患(障害)名    

実施行為種別 
 口腔内の喀痰吸引 ・ 鼻腔内の喀痰吸引 ・ 気管カニューレ内部の喀痰吸引 

胃ろうによる経管栄養 ・ 腸ろうによる経管栄養 ・ 経鼻経管栄養  

指

示

内

容 

具体的な提供内容 

喀痰吸引（吸引圧、吸引時間、注意事項等を含む） 

 

 

 

経管栄養（栄養剤の内容、投与時間、投与量、注意事項等を含む） 

 

 

 

その他留意事項（介護職員等）  

その他留意事項（看護職員）  

（参考）使用医療機器等 

1．経鼻胃管 サイズ：    Fr、種類： 

2．胃ろう・腸ろうカテーテル 種類：ボタン型・チューブ型、サイズ：     Fr、    cm 

3．吸引器  

4．人工呼吸器 機種： 

5.気管カニューレ サイズ：外径   mm、長さ   mm 

6．その他  

緊急時の連絡先 

不在時の対応法 

※１．｢事業者種別｣欄には、介護保険法、障害者自立支援法等による事業の種別を記載すること。 

２．｢要介護認定区分｣または｢障害程度区分｣欄、｢実施行為種別｣欄」、「使用医療機器等」欄については、該当項目に○を付し、

空欄に必要事項を記入すること。 

 

上記のとおり、指示いたします。 

   年  月  日 

機関名 

住所 

電話 

（FAX） 

医師氏名           印 

 

（登録喀痰吸引等（特定行為）事業者の長）  殿 

27



 

喀痰吸引等業務（特定行為業務）計画書 

 

作 成 者 氏 名                   印 作 成 日  

承認者氏名①                   印 承 認 日  

承認者氏名②                   印 承 認 日  

 

基

本

情

報 

対

象

者 

氏 名  生 年 月 日  

要介護認定状況 要支援（ １ ２ ）  要介護（ １ ２ ３ ４ ５ ） 

障害程度区分 区分１  区分２  区分３  区分４  区分５  区分６ 

障 害 名  

住 所  

事

業

所 

事 業 所 名 称  

担 当 者 氏 名  

管理責任者氏名  

担当看護職員氏名  

担 当 医 師 氏 名  

  

業

務

実

施

計

画 

計 画 期 間 年  月  日 ～  年  月  日 

目 標 

                                   

                                   

実 施 行 為 実施頻度/留意点 

口腔内の喀痰吸引 

 

 

鼻腔内の喀痰吸引 

 

 

気管カニューレ内部の

喀痰吸引 

 

 

胃ろう又は腸ろうによ

る経管栄養 

 

 

経鼻経管栄養 

 

 

結果報告予定年月日          年  月  日 
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喀痰吸引等業務（特定行為業務）実施状況報告書 

 

基

本

情

報 

対

象

者 

氏 名  生 年 月 日  

要 介 護 認 定 状 況 要支援（ １ ２ ）  要介護（ １ ２ ３ ４ ５ ） 

障 害 程 度 区 分 区分１  区分２  区分３  区分４  区分５  区分６ 

住 所  

事

業

所 

事 業 所 名 称  

担 当 者 氏 名  

管 理 責 任 者 氏 名  

担 当 看 護 職 員 氏 名  

  

業

務

実

施

結

果 

実 施 期 間 年  月  日 ～  年  月  日 

実 施 日 

（ 実 施 日 に ○ ） 

（喀痰吸引）      年  月 （経管栄養）      年  月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 行 為  実施結果 特記すべき事項 

喀

痰

吸

引 

口腔内の喀痰吸引 

 

 

 

鼻腔内の喀痰吸引 

 

 

 

気管カニューレ内部

の喀痰吸引 

 

 

 

経

管

栄

養 

胃ろう又は腸ろうに

よる経管栄養 

 

 

 

経鼻経管栄養 

 

 

 

上記のとおり、喀痰吸引等の業務実施結果について報告いたします。 

                          年  月  日 

                      事業者名 

                      責任者名                     印 

 

    ○ ○ ○ ○   殿 

 1    2    3    4    5     6    7  

 8    9   10   11   12   13   14  

15   16   17   18   19   20   21  

22   23   24   25   26   27   28  

29   30   31  

 1    2    3    4    5     6    7  

 8    9   10   11   12   13   14  

15   16   17   18   19   20   21  

22   23   24   25   26   27   28  

29   30   31  
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喀痰吸引等業務（特定行為業務）の提供に係る同意書 

 
 下記の内容について十分な説明を受け内容を理解したので、喀痰吸引等業務（特定行為業務） 

の実施に同意いたします。 

喀痰吸引等（特定行為）

の種別 

口腔内の喀痰吸引 

鼻腔内の喀痰吸引 

気管カニューレ内部の喀痰吸引 

胃ろうによる経管栄養 

腸ろうによる経管栄養 

経鼻経管栄養 

提供を受ける期間   年 月 日 ～    年 月 日 

提供を受ける頻度  

提

供

体

制 

事業所名称  

事業所責任者氏名  

事業所担当者氏名  

担当看護職員氏名  

担当医師氏名  

 

 

 

同意日        年  月  日 

 

             住   所                            

             氏   名                                         印 

 

             署名代行者 

                 私は、本人の意思を確認し署名代行いたしました｡ 

                 代行者住所                          

代行者氏名                                    印 

本人との関係                        

 

              事業所名 

              事業所住所 

              代表者名                         印 
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（参考様式８） 

 

備 品 等 一 覧 表 
（登録特定行為事業者用） 

 

 

                       事業所名                 

 

品     名 使 用 目 的 管 理 方 法 備考 

吸引装置一式 たんの吸引実施の為 
使用後は内側を洗い流

し、清潔な状態にする 
利用者宅で保管 

経管栄養用具一式 経管栄養実施の為 
使用後は内側を洗い流

し、清潔な状態にする 
利用者宅で保管 

処置台（床頭台）または 

ワゴン 
吸引装置を置く為 

清潔を保ち、ベット脇に設

置 
利用者宅で保管 

心肺蘇生訓練用器材一式 
ＯＪＴ研修（心肺蘇生訓練）

を実施するため 
 

○○消防署で研

修を受講するた

め、事業所内で

は備品として保

持しない 

 

 

  

 

「使用目的」と「管理方法」を具体的に記入して

下さい。 

記入例 
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